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１  本審議会での審議の背景と経過  

 

これまで「流山市経営改革プラン」が掲げる「選択と集中の強化」、

「組織力の向上」、「生産性の向上と付加価値の創造」の３つの方針によ

り、効果的な行政評価制度を確立し、流山市の最上位計画である流山市

総合計画を着実に推進した結果、まちづくり達成度アンケートからも市

民満足度は向上し、また、人口あたりの職員数は県下最小であり、行政

改革の達成は計画に沿って順調に行われています。  

しかし、諮問にもあるとおり、我が国の少子高齢化を背景に、流山市

職員の人材確保に影響があるほか、複雑・多様化する行政需要に対応す

るためには、これまでにない非連続的な思考によるイノベーションによ

り、事務の効率化、サービスの利便性をより一層、飛躍的・革新的なも

のとしなければなりません。  

そのために、流山市行財政改革審議会は、１５名の委員により諮問を

受け、以後、計４回の会議により、新たな「流山市経営改革プラン」の

策定及び内容について審議を重ねました。  

 

 

２  流山市の現状と課題  

 

経営資源である職員、施設、財政に関する現状と課題について、事務

局及び所管部署からの報告により、以下のように認識します。  

（１）職員について  

流山市の人口が増加する一方で、職員数は定員適正化計画に基づく

体制整備に努めた結果、人口当たり常勤職員数は県下最少となってお

り、効率の良い行政運営ができています。  

今後の人口は、令和９（ 2027）年度をピークに緩やかに減少してい

くと推計されており、本市を受験する年齢層の減少が加速しますが、

複雑・多様化する行政需要が増加するなか、引き続き行政サービスの

水準を維持及び向上していく必要があるものと考えます。  

 

（２）公共施設について  

公共施設の多くが昭和４５（ 1970）年から昭和５５（ 1980）年頃に



2 

 

かけて集中的に整備されました。  

「民間にできることは民間に」という方針のもと整備した結果、市

民一人あたりの公共施設面積は全国平均と比較して約半分と少ないで

すが、今後は多額の改修や建替え費等が必要となると試算されていま

す。  

今後においても、「公共施設等総合管理計画」と「個別施設計画」

に基づき、施設の長寿命化や大規模改修更新等について着実に進める

ため、総合計画実施計画（以下「実施計画」という。）と連動させる

必要があるほか、下水道や上水道、市道等の公共インフラについても

市政への影響度は大きいものと認識し、対策を検討する必要があるも

のと考えます。  

 

（３）財政について  

予算規模は増加傾向にありますが、「健全財政維持条例」の規定に

基づき設定している財政判断指標（「実質公債費率」、「将来負担比率」）は

良好であり、財政の健全性を保つことができています。  

今後は、人口増加に伴い扶助費等の義務的経費の増加に加え、学校

等の施設の改修をはじめとするインフラ整備等により、投資的経費の

支出が続くほか、災害の発生等に備えるため財政調整積立基金をより

多く確保していく必要があります。  

また、流山市補助金等審議会からは、長期に渡り存続する補助金等

の存在を背景に、補助の目的や効果を明らかにしたうえで、補助の終

期について検討するようにとの指摘があり、どのような状況になった

ら補助を終えるのか、その考え方について整理する必要があります。  

 

 

３  次期「流山市経営改革プラン」による方針  

 ～未来の輝く流山のために共創によるイノベーションを～  

 

本市がこれからも輝き続け、市民等が誇りを持てるまちであるため

に、本プランの実行により、市政経営の基本方針である「生産性向上と

新たな付加価値の創造」に繋がる仕組みを市役所と市民等が協働により

創り上げる「共創」を行うことで、市民等にとって「住み続ける価値の
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高いまち」となるよう、以下に掲げる方針を具体的に示した新プランの

策定を求めます。  

 

（１）効率的な総合計画の推進について  

行政経営については、限られた経営資源を効果的・効率的に配分し、

総合計画に掲げる施策や、実施計画に掲げる事業を目的・成果を明らか

にしながら実施することで、安定的な基盤を構築し、その基盤をイノベ

ーションにより飛躍的・革新的な効果を生み出すことが重要です。  

流山市の実施計画は、まちづくり報告書等の行政評価を活用し、進捗

状況を管理し、社会経済情勢の変化や国の制度改正の状況変化に応じて、

事業内容等を毎年度見直すローリング方式で行うこととしています。  

このことから、流山市の現状と課題を念頭に、人口減少を見据えた長

期的ビジョンを持ち、地域のニーズに応じた事業の設定を行うとともに、

事業の実施にあっては、組織内部だけの評価に留まらず、市民等の意向

も踏まえた適切な指標設定による評価システムの強化を図り、成果に応

じて事業を実施することが必要であると考えます。  

また、各部署では、事業や業務の小さな取り組みから着手し、取り組

みの第一歩として、新しいアプローチを探求し、見直しを促すことや変

化に対応するための柔軟な視点による試みを取り入れ、目標に対する成

果を検証することで必要な部分の見直しや精査を行い、真に価値のある

事業や効率的な事務に有効な投資を行うことが必要であると考えます。  

 

（２）健全な財政維持について  

 健全な財政維持により、市の税金は市民の生活の質の向上や地域のた

めに有益な活動に使われるのは勿論のこと、地域課題解決に寄与する事

業や、新たな技術や仕組みを生み出す事業、公民連携事業の推進、市外

在住者への本市への誘因などの新たな投資として活用されることが重要

です。  

健全な財政のために、歳入の確保では、例えば、ふるさと納税やネー

ミングライツ等による収入確保策に取り組むとともに、市内創業への支

援や、イベントや観光での関係人口の獲得による地域経済の活性化や、

適正な税の徴収、そのほか「住み続ける価値の高いまち」のための各施

策の展開により、人口の減少を緩和することで流山市の税収入を維持す
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る必要があります。  

そのために、事業の推進にあたっては、新たな思考を組み込み、行政

の持続性を高め、先に述べた総合計画に基づく施策及び事業を適正な行

政評価のもと、点検し効率的に執行していくことが必要であると考えま

す。  

また、課題でも述べたとおり、下水道や上水道、市道等の公共インフ

ラについても市政への影響度は大きいという認識のうえ、将来の財務状

況については、例えば、複式簿記の活用により、資産管理においては過

去や現在の投資がどのような効果をもたらすのかを分析するなど、市民

等にも分かりやすく公表するとともに、長期的見通しを示した上で施策

の取捨選択 (「選択と集中の強化」 )を進めていくことが必要であると考

えます。  

さらに、補助金の支出については、趣旨や目的を明確にし、過去の効

果を分析したうえで、適正な積算根拠をもとに予算を計上し、執行すべ

きであり、特に長期に渡り支出している補助金については、補助の固定

化により支出団体等の自助努力を妨げることがないように、補助担当部

局においては改めて補助の目標、想定する効果を検証するとともに、補

助を終える時期については個別の補助金について「どういう状況が続く

限りこの補助金が必要なのか」を検討し、市民等に分かりやすく公表す

ることが必要であると考えます。  

 

（３）多様な価値観を踏まえた共創社会の実現について  

 流山市の人口が増加することは、多様な価値観のもと、行政に向けら

れるニーズが多様化することと直結します。  

そのため、多様な価値観を踏まえた共創による行政運営を行うことが

必要です。  

積極的な公民連携や市民参加など、関係する人々との協働により、例

えば、まちづくりを進めるうえでは、共に住みよいまちを創り、また、

イベントや観光では流山市の魅力を発信しながら、訪れる方のニーズに

合わせ、関係人口を拡大するなど、各施策の実施にあっては多様な価値

観の意見を事業に反映させ、総合計画の実現を市民等との共創により実

現することが重要です。  

また、市役所内部の組織を形成するうえでは、分野別に縦割りで機能
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する体制では対応できない案件について、組織横断的に柔軟に対応でき

るような体制とするほか、特に様々な場面において女性が諸方針や意思

決定に参加する体制とすることが職員の多様な価値観による共創を経営

に取り入れることとなります。  

このことから多様な価値観の存在を認識し、包含する組織（Ｄ＆Ｉ：

ダイバーシティ・アンド・インクルージョン）として共創社会を実現す

ることが流山市に「新たな付加価値の創造」を与えるものと考えます。  

 

（４）職員の人材育成について  

 イノベーションによる改革は、職員をはじめとして取り組んでいくこ

とが必要です。  

職員が非連続的な思考を生み、実行力を身に付け、改革の主役となる

には、人的資本経営が非常に重要です。  

 特に、現在置かれた職場環境での視点のみでは新たな発想や気づきが

得られることは限られるため、国の勉強会や外部セミナー、職場以外の

コミュニティへの参加、公民連携や越境学習により、市民や事業者、他

自治体職員等の外部の多様な価値観に触れ、広い視点での事業の企画・

立案・実施を行うことが必要であると考えます。  

 そのための運用を検討するとともに、人的資本として職員の資質向上

に積極的に投資していくことが、非連続的な思考によるイノベーション

の創出に資するものと考えます。  

 さらに、人材確保も考慮に入れ、若年職員、女性職員が意見を出しや

すい環境を整備していくことが重要であると考えます。  

 

（５）デジタル技術の活用について  

 生産性の向上と新たな付加価値の創造として、 AI（人工知能）技術の

活用、行政の DX（デジタルトランスフォーメーション）導入の促進、デ

ータの利活用、 BPR（業務改革）等の導入は、事務の効率化、サービス

の利便性をより一層、飛躍的・革新的なものとします。  

 また、同時に個人情報の保護には高度なセキュリティによる環境の構

築が必要不可欠です。  

このことを情報政策担当部署はもとより、全庁の共通認識とし、他自

治体が行うデジタル技術の導入事例を調査、研究のうえ、積極的に取り
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組む姿勢を持つほか、現在ある運用や課題をデジタル技術により解決す

るための組織体制、市民サービスの向上に資する分野への配置転換、職

員の事務効率化と負担軽減を図るワークライフバランスの確保が必要で

あると考えます。  

 なお、生成 AI の活用については、例えば、ジェンダー不平等等の蓄積

されたデータにより、必ずしも目指すべき社会を実現するための材料と

ならないことに留意し、必要な補正、修正を行うべきものと考えます。  

 

 

４  むすびに  

 

 これ ま で流 山 市は 「都 心 から 一 番近 い森 の まち 」 を都 市像 と して 掲

げ、積極的なブランディングによる住民誘致とともに経営改革による行

政運営を進め、「住み続ける価値の高いまち」を目指し、積極的な都市基

盤整備や共働き子育て世代をターゲットとした取り組み等により着実に

成長し、令和５年（ 2023 年）４月には人口が２１万人を突破しました。 

このことは、同時に流山市民、事業者、市民活動団体、流山市職員、

その他あらゆる関係者の多様な主体との協働を基本に、多様性を尊重し

ながら、新たな価値や魅力を一緒に創り上げていく「共創」の必要性が

増していることとも言え、未来の流山市には共通した目的を達成するた

めの共創の場を充実させることが望まれます。  

一人ひとりを一本の木に例えると、流山市の森は「そこに住む住民や

環境に応じて柔軟に変化し、多様な人々・年代が共生し、自立的な成長

を促し、互いを守り育む場所」という「共創の森」として未来永劫、存

在することを願います。  

流山市がこれからも輝き続け、市民等が誇りを持てる「住み続ける価

値の高いまち」であるために、全職員が一丸となって、行財政改革を断

行されるよう強く要請します。  
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